
令和2年度補正予算（専決・3号）の概要【コロナ対策分】

１ 補正予算の概要
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策・拡大防止策として、

Ⅰ 国の打ち出した特別定額給付金の給付事業費及び事務費(※専決処分)、
Ⅱ 子育て世帯への臨時特別給付金の給付事業費及び事務費、
Ⅲ 特別支援学校の臨時休校に伴って生じる「放課後等デイサービス」の開設等、
Ⅳ 感染症拡大防止の観点から、「保育所・認定こども園」が実施する予防措置
への補助、避難所等の感染拡大防止に必要な物資調達費、

Ⅴ 新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給のための補正予算を編成。

2 補正予算の規模

一般会計 69億5,920万1千円

国民健康保険特別会計 230万円

令和2年5月８日

3 主な事業

Ⅲ 特別支援学校の臨時休校等への対応（一般会計） 359万7千円

① 「放課後等デイサービス」の利用料助成等 216万8千円

② 生活困窮世帯である準要保護者への児童昼食代の補助 142万9千円

Ⅳ 感染症の拡大防止への対応（一般会計） 591万2千円

① 「保育所・認定こども園」が実施する感染拡大防止策に対する補助 160万3千円

マスク、空気清浄機等への購入経費に対する補助

② 避難所等の感染症対策を強化するための物資調達 430万9千円

避難所や西部幼稚園等で使用する手指消毒液、体温計等の確保

Ⅰ 特別定額給付金事業の実施（一般会計） 68億5,407万9千円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ
的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業を実施。

〈 給付対象者 〉基準日（令和2年4月27日）に住民基本台帳に記載のある者
〈 給 付 額 〉給付対象者1人につき10万円

Ⅱ 子育て世帯への臨時特別給付金事業の実施（一般会計） 9,561万3千円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、

児童手当受給世帯に対し、児童1人あたり1万円を支給

Ⅴ 新たな傷病手当金支給制度の創設（国民健康保険特別会計） 230万円

新型コロナウイルスに感染するなどした被用者に傷病手当金を支給

※ 5/1に事務費（5,407万円8千円）を専決処分


